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◉税理士法第１条（税理士の使命） 
　税理士は、税務に関する専門家として、独
立した公正な立場において、申告納税制度
の理念にそつて、納税義務者の信頼にこた
え、租税に関する法令に規定された納税義
務の適正な実現を図ることを使命とする。

　税理士会は、税務行政その他租税又は税
理士に関する制度について、権限のある官
公署に建議し、又はその諮問に答申するこ
とができる。（※第49条の15により、日本
税理士会連合会に準用されている。） 

❶ 公平な税負担
❷ 理解と納得のできる税制
❸ 適正な事務負担
❹ 時代に適合する税制
❺ 透明な税務行政 

日本税理士会連合会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、
税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、
税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する
事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを
目的として、税理士法で設立が義務付けられている団体である。
日本税理士会連合会は、全国15の税理士会で構成されて
いる。税理士は税理士会に所属することが法定されており、会員
数は、約78,000人である。 

税制に対する基本的な視点
◆特に強く主張したい３項目の「本建議書における重要建議項目」
◆中長期的な視点から検討した税目ごとの「今後の税制改正についての基本的な考え方」 
◆全国15税理士会及び当会の570項目の税制改正意見から32項目に集約した「税制改正建議項目」
※本紙では、３つの重要建議項目のほか、32の建議項目のうち特に重要かつ早期実現が必要と考える14項目を掲載（裏面）

◉税理士法第49条の11（建議等） 

建議書の構成

に関する
建議書の概要
税制改正
令和2年度

■中間層以下への更なる相続税の課税強化反対 
■世代間における資産移転促進に資する贈与税の負
担軽減の検討 
■小規模宅地等の特例の適正化 

■税源の偏在性が少ない地方税制の構築 
■償却資産課税の廃止又は抜本的制度改革 
■中小法人への外形標準課税の不適用 

■一般的租税回避否認規定（GAAR）の導入反対 
■義務的開示制度導入の慎重な検討と事務負担への
配慮 

■災害損失が十分救済される税制の創設 
■地方公共団体における災害税制の専任担当者の育成 

■マイナポータルを活用した税務申告の推進 
■納税者憲章の制定、税務調査の事前通知事項の一
部書面化・電子化 
■申告書等閲覧サービスにおけるコピーの交付等の
手続緩和 
■成年後見制度に係る税制等の見直し（障害者控除の
適用範囲拡大）
■カーボンプライシングの導入に向けた検討 

今後の税制改正についての
基本的な考え方（抜粋）
■基礎的な人的控除における所得控除方式の維持、そ
の他の人的控除の整理合理化と税額控除化の検討 
■所得計算上の控除から基礎的な人的控除（特に基礎
控除）へのシフト 
■多額な有価証券譲渡益等への税率引上げの検討 
■公的年金等所得について新たな独立した所得区分
の創設

所得税

相続税
･

贈与税

地方税

国際税制

■小規模企業等税制の検討の際、いわゆる法人成り企業
に対し特別な取扱いがなされないようにすること 
■資本金基準と所得金額以外の他の指標（従業員数な
ど）との組合せによる中小法人の範囲の見直し 

中小法人
税制

■財源確保の視点に偏しない適正な課税ベースの構築 
■内部留保への課税ではなく政策税制の充実による
設備投資等促進 
■租税特別措置の整理 

法人税

■単一税率制度と請求書等保存方式の維持 
■基準期間制度の廃止と課税売上高が一定額以下で
ある事業者への申告不要制度の創設 
■非課税取引の範囲の縮小 

消費税
災害対応税制

納税
環境整備
・その他



❶  単一税率の維持（軽減税率制度の廃止）  
消費税の軽減税率制度は、区分経理等により事
業者の事務負担が増加すること等の理由から、早
期の見直しを図り単一税率制度にすべきである。
低所得者への逆進性対策としては、一定額の簡素
な給付措置などを検討すべきである。

❶ 基礎的な人的控除のあり方の見直し  
基礎的な人的控除（基礎控除、配偶者控除、配
偶者特別控除及び扶養控除）は、憲法第25条が定
める生存権の保障を目的としたものと解されてお
り、健康で文化的な最低限度の生活を維持するた
めに侵害してはならない課税最低限を構成するも
のである。したがって、このような性質を有する課
税最低限は、財政事情を考慮しつつ、生活保護の
水準に合わせていくことが望ましい。 
また、最低限度の生活を維持するのに必要な部
分は担税力を持たないとする最低生活費非課税

消費税における単一税率及び
請求書等保存方式を維持すること。

基礎的な人的控除のあり方を見直すと
ともに、所得計算上の控除から
基礎控除へのシフトを進めること。

「災害損失控除」を創設するとともに、
相続時精算課税制度における受贈財産が災害等により

損失を受けた場合の救済措置を設けること。

❶ 「災害損失控除」の創設  
所得税の雑損控除は、災害又は盗難若しくは横
領による損失が生じた場合の担税力の減殺を勘
案して設けられているが、激甚災害等の場合、①
通常、損失は盗難・横領のときより多額になるこ
と、②被災地域の経済基盤が回復するまで相当の
期間を要すること、③納税者の理解と納得が得ら
れると考えられること等の観点から、災害による損
失を雑損控除から独立させて災害損失控除を創
設すべきである。 
その際、災害損失は生活基盤に生じた偶発的な
損失であり、収入を得るための必要経費的なもの
ではないことから、総所得金額等から他の所得控
除より先に控除する現行の取扱いを見直し、まず
災害の有無にかかわらず適用される所得控除を
適用し、最後に災害損失控除を適用することとす

日本税理士会連合会 
日本税理士政治連盟

所得税

中小法人税制

法人税

消費税

相続税・贈与税

地方税

納税環境整備
・その他

1 医療費控除と寡婦（寡夫）控除を見直し、年少扶養控除を復活させること。（建議・要望項目１） 
2 業務用不動産の譲渡損失について、損益通算及び翌期以降の繰越しを認めること。（建議・要望項目２） 
3 「事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等」の対象を拡大し、事業に係る適正対価の必要経
費算入を認めること。（建議・要望項目３）   

4 繰越欠損金の100％控除制度を維持すること。（建議・要望項目４） 

5 確定決算主義を尊重し、役員給与の損金算入規定等を見直すこと。（建議・要望項目９） 
6 少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること。（建議・要望項目10） 

7 基準期間制度を廃止し、新たに小規模事業者に対する申告不要制度等を創設すること。（建議・要望項目13） 
8 非課税取引の範囲から、社会政策的な配慮に基づき非課税とされる取引を除外し、課税取引として課
税標準の計算や仕入税額控除の計算を行うこと。（建議・要望項目14） 
9 簡易課税制度のみなし仕入率を引き下げ、設備投資に対する別枠での控除を認めること。（建議・要望項目15）  

10 取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること。（建議・要望項目17） 
11 相続税・贈与税の連帯納付義務を廃止すること。（建議・要望項目19） 

12 償却資産に係る固定資産税制度について、廃止を検討するなど、そのあり方を抜本的に見直すこと。（建議・要
望項目21） 

13 上場株式等の配当所得等に関し、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合の申
告手続を簡素化すること。（建議・要望項目22） 

14 税務手続においては電子申告等の活用を基本とし、そのための課題を具体的に分析・検討し、制度及び
システムの両面での積極的な環境整備を行うこと。（建議・要望項目26） 
⑴ マイナポータルとe-Taxの連携 ⑵ 支払調書制度の見直し ⑶ 電子帳簿等保存制度の普及
⑷ 各税法における電子申告の位置付けの見直し ⑸ システム面の対応 ⑹ 納税のキャッシュレス化への対応 

べきである。 
控除しきれない場合の繰越控除期間は、法人
税における災害損失欠損金の繰越控除期間も踏
まえ、災害損失控除が切り捨てられ復旧に支障を
きたさないよう10年以上とし、更に前年分への遡
及適用により税額還付を認めるべきである。 
また、移転費用等の災害関連支出も災害損失
控除の対象とすべきである。 

❷ 相続時精算課税における受贈財産が災害
等により損失を受けた場合の救済措置
相続時精算課税制度により受贈した財産につ
いて、現行では贈与時の評価により相続税が課税
され、災害等による滅失や財産価値の著しい低下
があったときでも、担税力に応じた適正価額によ
り課税されない。被災資産のうち相続時精算課税
の適用を受けたものについて、相続税の計算上、
贈与時の価額か相続時の価額のいずれかを選択
できるようにすべきである。 

❷ 請求書等保存方式の維持（適格請求書等
保存方式の見直し） 
令和５年10月に導入予定の区分経理のための
適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス方
式）は、事業者及び税務官公署の事務に多大な影
響を与えることから、行政手続コスト削減の方向
性に逆行することのないように配慮又は見直しを
する必要がある。 
事業者の負担と徴税コスト等を考慮し、仕入税
額控除方式（インボイス方式を含む。）及び免税点
制度等の見直しを含めた消費税のあり方につい
て抜本的に再検討すべきである。 

の観点から、基礎的な人的控除についてはその額
を引き上げ、所得控除方式を維持すべきである。

❷ 所得計算上の控除から基礎控除へのシフト 
給与所得控除及び公的年金等控除の水準が過
大であることや、こうした所得計算上の控除が適
用されない事業所得者等とのバランスも踏まえ、
所得計算上の控除を縮減した上で、基礎的な人的
控除を引き上げるべきである。その際、特に、平成
30年度税制改正において所得計算上の控除から
基礎控除へのシフトが行われたこと及び基礎的な
人的控除の中には適用関係が人的事情や所得の
多寡に左右されるものがあること等を踏まえ、す
べての者に適用されるべき基礎控除に負担調整
の比重を移すことが望ましい。 

税制改正に関する
重要建議・要望項目

令和
2年度


